
　　　　　　　主　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人が平成５年４月６日付けでした，控訴人の平成２年分の所得税につい
て税額を９１８万０１００円とする更正処分を取り消す。
３　被控訴人が平成５年４月６日付けでした，控訴人の平成２年分の所得税過少申
告加算税の賦課決定（ただし，平成５年６月１７日付けでした変更決定による一部
取消後のもの）を取り消す。
４　被控訴人が控訴人に対し平成５年４月６日付けでした，平成元年分以降の所得
税の青色申告承認の取消処分を取り消す。
５　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
１　本件は，被控訴人が，青色申告の承認を受けたいわゆる青色申告者で且つ弁護
士である控訴人に対し，青色申告に係る所得額を確認すべく，備付け帳簿書類等一
切の提示を求めたところ，控訴人は，依頼者との守秘義務に抵触するおそれがある
ことなどを理由に帳簿書類等の提示を拒否したことから，被控訴人において，平成
５年４月６日付けで，控訴人の平成元年以降の所得税の青色申告承認の取消処分
（以下「本件青色申告承認取消処分」という。）をなすと共に，平成２年分の所得
税の更正処分（以下「本件更正処分」という。）及び同処分に係る過少申告加算税
の賦課決定処分（以下「本件加算税賦課決定処分」といい，本件更正処分と併せて
用いる場合には「本件更正処分等」という。）を行ったのに対して，控訴人が，こ
れらの各処分（以下「本件各処分」という。）は不服であるとして，異議申立て及
び審査請求を経た上，本件各処分の取消しを求める訴えを提起した事案である（な
お上記異議申立て及び審査請求は，いずれも本件加算税賦課決定処分の一部が変更
決定によって取り消された以外は，いずれも棄却された。）。
２　前提事実（争いのない事実，甲１，２，甲３の１及び２，甲７，８，甲９の１
ないし３，甲１０の１ないし４，甲１１，甲１８，甲３１，乙３２ないし３５，乙
４５，４６によって認められる事実）
（１）　経緯等
ア　控訴人の父Ｐ１は，Ｐ５鉄工所を営み，原判決別表３「本件譲渡物件一覧表」
記載の各不動産を所有して，これらを上記鉄工事業の用に供していた。
　以下，原判決別表３「本件譲渡物件一覧表」記載の各不動産を「本件譲渡物件」
と，そのうち順号１ないし３
の各土地を「本件譲渡土地」と，同４の家屋（工場）を「本件譲渡旧工場」とい
う。また，同別表４「本件に関連のある土地一覧表」記載の各土地を「本件非譲渡
土地」と，これと本件譲渡物件とを併せて用いる場合には「本件各物件」といい，
各土地については「本件各土地」ということとする。
　なお，本件譲渡旧工場は，本件譲渡土地３上に建てられていたから，その所在地
としては「三木市α１３７０番の７」が正しく，閉鎖登記簿上の地番表示の「三木
市α１３７０番の４」は誤りである。
イ　Ｐ１は，がんで，平成元年３月上旬ころ入院し，同年６月１３日に死亡した
が，この間の同年５月ころには上記鉄工所において雇用していた従業員全員を解雇
した。
　Ｐ１の相続人は，配偶者のＰ２と子である控訴人の２人である。
ウ　Ｐ２は，平成元年１０月，控訴人に対し，Ｐ１の相続財産である本件各物件の
うち本件譲渡物件の売却に関する事務を委任した（以下「本件委任契約」とい
う。）。
エ　平成元年１１月２０日，弁護士である控訴人及びＰ２は，播州信用金庫と，本
件譲渡物件を代金１億１０００万円で売買する旨の契約（以下「本件譲渡契約」と
いう。）を締結し，同金庫から手付金１１００万円を受領した。本件譲渡契約に関
するＰ２の事務は，本件委任契約に基づき控訴人が行った。
オ　平成元年１２月１０日，Ｐ２と控訴人との間において遺産分割協議が成立し，
本件各物件のうち本件譲渡物件は，原判決別表３の各「備考」欄記載のとおり，控
訴人及びＰ２がそれぞれ取得した。
カ　平成２年１月３１日，控訴人及びＰ２は，本件譲渡契約に基づき，播州信用金



庫から売買残代金９９００万円を受領し，これと引換に同金庫に対し本件譲渡物件
の所有権移転登記手続を済ませ，これにより本件譲渡物件の所有権は，同金庫に移
転した。以上の事務のうち，Ｐ２に関するものは，本件委任契約に基づき控訴人が
行った。
キａ　控訴人は，Ｐ２から，本件委任契約に基づく手数料等（以下「本件手数料」
という。）として，平成２年２月１日に６３０万円を受領したが，その際，控訴人
が発行した領収書（甲９の１）には，上記６３０万円の内訳として，「播州信用金
庫に対する下記不動産（本件譲渡物件のこと）の売却交渉，仲介手数料，移転登記
手続き等費用手数料（消費税含む）および実費（合計２５７５万円）の一部金（残
金１９４５万円消費税含む）として。」と記載されていた。
　
本件手数料残金１９４５万円につき，控訴人は，Ｐ２から平成３年１月３１日に３
３０万円を，同年３月８日に１６１５万円をそれぞれ受領し，上記と同じ内訳記載
のある領収書（甲９の２，３）を交付した。
ｂ　平成３年３月１２日，Ｐ２は，本件譲渡物件の譲渡に係る譲渡所得等について
確定申告の手続をした。この申告手続も控訴人が行った。
ク　控訴人は，平成３年１月２９日，株式会社大京（以下「大京」という。）と，
ライオンズマンションα○号室の建物専有部分及び敷地共有持分（以下「本件買換
資産」という。）を代金９１７８万６０００円（本体価格９０２０万円と消費税額
１５８万６０００円との合計額）で買い受ける旨の契約を締結し，同日，須磨税務
署長に対し，買換え承認申請書を提出した。
　上記建物は新築工事中であったため，最終金の授受及び物件の引渡しは平成４年
１０月１９日とされた。
ケ　その後，大京は，いわゆるバブルの崩壊に伴い売残り物件が多数生じたため，
近隣の売却物件と比較して高額となっているものについて一斉に売出価格の値下げ
改定を行い，既に売約済みであるものについても同様に値引きを行った。この価格
改定に伴い，控訴人は，平成４年１１月９日，大京と，本件買換資産の代金を６０
８０万１０００円（本体価格５９８０万円と消費税額１００万１０００円との合計
額）に変更する旨合意し（以下「本件変更契約」という。），同日，同代金から既
払金額を控除した残額３３４０万１０００円を支払い，本件買換資産を取得した。
（２）　本件における税務調査の経緯及び結果等
ア　被控訴人は，平成４年９月，控訴人が提出した平成元年分ないし平成３年分の
所得税の確定申告書に記載された所得税金額が適正であるか否かを確認するため，
担当部下職員に命じて控訴人の所得税調査を開始した（以下「本件税務調査」とい
う。）。
イ　被控訴人の部下職員は，①平成４年９月１６日，②同月２１日，③同年１０月
１６日，④同年１１月２７日及び⑤平成５年１月２２日の都合５回，控訴人事務所
へ臨場した上，事務所内ないしは近くのホテルロビーにおいて，控訴人と面会し，
また，⑥同年３月１２日には，控訴人の申出により兵庫税務署内において面会し
た。そして，控訴人に対し，備付け帳簿等の提示を求めたが，控訴人は，弁護士と
して依頼者に対し守秘義務を負っていることなどを理由として，帳簿書類等の提示
には一切応じな
かった。
　被控訴人は，平成４年１１月９日，控訴人に対する所得税調査の進展を図るた
め，いわゆる反面調査を開始した。
ウ　控訴人は，上記第１回及び第５回目の面会調査において，被控訴人部下職員に
対し，調査内容を録音させるよう求めたが，被控訴人の部下職員は，いずれも即座
にこれを拒絶した。控訴人は，上記第１回目の面会調査においては，上記録音に固
執しなかったが，上記第５回目の面会調査では，その要求を取り下げようとしなか
ったため，被控訴人部下職員は面会調査を取り止め席を立った。その際，控訴人
は，上記反面調査に抗議すると共に，同月２５日，被控訴人に対し，請願書を郵送
した。
エ　本件税務調査等により判明した，平成２年分の控訴人の所得に係る収入のうち
争いのない収入金額は，以下のとおりである。
ａ　事業所得に係る収入金額
α　平成２年度において，控訴人は，原判決別表５の番号②，④，⑤，⑧，⑪，
⑫，⑯ないし（２５）（２７），ないし（２９）記載の取引先１９名から，順にそ
れぞれ，３８１万８５００円，１２０万円，６０万０２１０円，３９万円，３６万



円，７０万円，２万円，３万２０００円，２万円，７万円，１万円，１５万円，２
万円，９万円，２万円，２０万円，４３万５０００円，１０万円，５０万円の収入
を得た。
β　また，控訴人は，上記①の他に，同別表５の番号①のｂ，③，⑥，⑦，⑬及び
⑭の取引先（以下，ｂ以外の取引先を，順に「取引先Ａ」…「取引先Ｅ」とい
う。）から収入を得たが，その金額は，少なくとも，同別表５の「控訴人が認める
金額」欄記載のとおり，順に６３０万円，３６９万８５００円，２０万円，５１万
５０００円，４万円，１０万円である（この金額の限度では争いがなく，これを超
える金額について争いがある。）。
γ　さらに，控訴人は，上記α及びβの他にも，２８４万１２９１円の収入を得
た。
ｂ　給与所得に係る給与等の収入金額
　合計７９万４５００円
ｃ　源泉徴収額
　合計２３万５６３６円
（３）本件各処分の内容及び不服申立ての経緯
ア　本件青色申告承認取消処分について
ａ　控訴人は，昭和５４年４月，弁護士登録をして法律事務に従事する傍ら，同６
０年６月からは税理士業務を開始していたが，平成元年ないし同３年分の所得税に
ついて，原判決別表１のとおり青色申告をした（なお控訴人は，住所地（自宅）を
納税地としており，平成元年分及び同２年分の確定申告書は，
当時の住所地を管轄する須磨税務署長に提出したが，平成３年８月に転居したこと
から，平成３年分以降の確定申告書は被控訴人に提出した。）。
ｂ　被控訴人は，控訴人は正当な理由がないのに帳簿書類の提示等の求めに応じな
かったもので，所得税法１５０条１項１号の取消事由があるとして，平成５年４月
６日付けで，控訴人の平成元年分以降の青色申告の承認を取り消す本件青色申告承
認取消処分を行った。
イ　本件更正処分等について
ａ　控訴人は，平成３年３月５日，被控訴人に対し，原判決別表２「申告」欄記載
のとおりの平成２年分の所得税の確定申告を行った（以下「本件確定申告」とい
い，この確定申告において提出された確定申告書を「本件確定申告書」とい
う。）。
ｂ　これに対し，被控訴人は，平成５年４月６日，原判決別表２「更正」欄記載の
とおりの本件更正処分を行い，本件審査請求において，控訴人の平成２年分の所得
に関して，要旨以下のとおり主張した。
①　事業所得の金額は，本件手数料２５７５万円全額を平成２年分の事業所得に係
る収入金額として計上すべきである。
②　給与所得の金額は，控訴人の給与等の収入金額７９万４５００円（上記
（２），エ，ｂ参照）から所得税法２８条３項１号の規定により給与所得控除額６
５万円を差し引くことにより１４万４５００円と認定されるべきである
③　租税特別措置法（以下「措置法」という）３１条（平成３年法律１６号による
改正前のもの。）１ないし３項及び同法施行令２０条２項２号によれば，本件譲渡
物件の譲渡による所得は，分離長期譲渡所得に区分され，これに租税特別措置法
（平成２年法律第１３号による改正前のもの。以下同じ。以下「措置法」と略記す
る。）３７条１項に定める買換え資産の特例を適用すると，原判決別表６記載のと
おり分離長期譲渡所得の金額は２４２１万４６８３円と認定されるべきである。
ｃ　本件加算税賦課決定処分の内容は，原判決別表２「過少申告加算税」欄記載の
とおりである。
ｄ　控訴人の平成３年分の所得税について，減額更正はされていない。
ウ　本件各処分に対する不服申立ての経緯
　控訴人は，平成５年５月２６日，被控訴人に対し，本件各処分はいずれも不服で
あるとして異議申立てを行ったが，本件加算税賦課決定処分の一部が取り消された
以外，上記異議申立てはいずれも棄却されたことから，同年９月３０日，国税不服
審判所長に対し，本件各処分に
つき審査請求をした。しかし，国税不服審判所長は，平成７年３月３０日，上記各
審査請求を棄却する旨裁決した。
　本件各処分に対する上記各不服申立ての経緯，内容は，原判決別表２記載のとお
りである。



３　本件訴訟の争点
　本件各処分との関連で本件訴訟の争点を整理すると以下のとおりである。
（１）　本件青色申告承認取消処分に関する争点
　本件税務調査において控訴人が被控訴人部下職員に備付け帳簿書類等一切を提示
しなかったことは，所得税法１５０条１項１号所定の取消事由に該当するか（以下
「争点（１）」という。）。
（２）　本件更正処分に関する争点
【訴え自体の適否】
ア　訴えの利益の有無
　控訴人には，所得税の申告税額２７０万５１００円を超えない部分について取消
しを求める訴えの利益（狭義）があるか（以下「争点（２）・ア」という。）。
【請求の当否】
イ　本件における分離長期譲渡所得（以下「本件譲渡所得」という。）の金額につ
いて
ａ　被控訴人が，本件訴訟において，本件更正処分の処分理由として，本件審査請
求の段階までの主張とは異なり，本件譲渡所得に措置法３７条１項に定める買換え
資産の特例を適用はない旨主張することが許されるか（以下「争点（２）・イａ」
という。）。
ｂ　本件訴訟係属後に収集した証拠（乙２１ないし３５）を，本件譲渡所得に措置
法３７条１項不適用の立証の証拠として用いることが許されるか（以下「争点
（２）・イｂ」という。）。
ｃ　本件譲渡所得に措置法３７条１項は適用されるか（以下「争点（２）・イｃ」
という。）。
ｄ　仮に，本件譲渡所得に措置法３７条１項の適用がある場合，本件買換資産の取
得価格のうち建物分の価格はいくらか（以下「争点（２）・イｄ」という。）。
ウ　本件における事業所得（以下「本件事業所得」という。）の金額について
ａ　本件手数料収入について
①　本件手数料収入の全額を平成２年分の所得として計上するべきか（以下「争点
（２）・ウａの①」という。）。
②　本件手数料収入全額を平成２年分の所得に計上した場合，平成３年分の所得に
ついて減額更正をしない本件更正処分（増額更正）は違法となるか（以下「争点
（２）・ウａの②」という。）。
ｂ　本件事業所得に係るその他の収入について
①　本件訴訟係属後に収集した証拠（乙１及び２，乙５ないし１４）を，控訴人の
本件事業所得に係る収入を立証するための証拠として用いることは許されるか（
以下「争点（２）・ウｂの①」という。）。
②　上記その他の収入金額はいくらか（以下「争点（２）・ウｂの②」とい
う。）。
４　本件訴訟の争点に対する当事者の主張
【本件青色申告承認取消処分の適法性に関して】
（１）争点（１）―「本件税務調査において控訴人が被控訴人部下職員に備付け帳
簿書類等一切を提示しなかったことは，所得税法１５０条１項１号所定の取消事由
に該当するか。」について
ア　被控訴人の主張
　原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の「四　争点に関する当事者
の主張」の２のうち（被告の主張）記載のとおりであるから，これを引用する。
イ　控訴人の主張
ａ　次に補充するほかは，原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の
「四　争点に関する当事者の主張」の２のうち（原告の主張）記載のとおりである
から，これを引用する。
ｂ　補充主張
①　本件税務調査等における質問検査に当たって，その具体的理由の開示を求める
納税者の権利は，憲法上（８４条，３１条等）の要請でもある上，今日の国際的状
況も納税者の権利を制度的に確立しようとする傾向が顕著で，先進諸国の中には調
査理由の開示が納税者の権利であることを明確に謳う国さえも出現している。よっ
て，上記争点の解釈に当たっては，納税者の権利を重視した解釈を行うべきであ
る。
②　所得税法１５０条１項１号の「備付け」に提示拒否が含まれるとしても，それ



は，税務署部下職員が，調査に当たって，「社会通念上当然に要求される程度の努
力を尽くした」ことが前提であり，しかも，その努力を尽くしたか否かは厳格に解
される必要があるところ，本件税務調査において被控訴人部下職員は，そうした社
会通念上当然に要求される努力を尽くしていない。
　その理由は，原審において主張したとおりであるが，原判決の内容を踏まえ，以
下の諸点を付け加える。
　本件青色申告承認取消処分が本件更正処分等における理由付記を回避する目的で
なされたものであることは，本件青色申告承認取消処分の後，被控訴人が控訴人に
対して青色申告用紙を送付し続けたことや被控訴人部下職員（統括官）が更正処分
の内容が明確であるのに執拗に修正申告をしょうようしたことなどから明らかであ
る。
　また，本件税務調査のやり方や部下職員の調査態度は，従前のそれと全く異な
り，弁護士の守秘義務に対する配慮が全く欠けていたばかりか，これを完全に否定
するかのごとき
言動に終始した。控訴人としては，このような部下職員の言動をみて，弁護士とし
ての守秘義務に関する最低限度の要請も遵守されないのではないかとの警戒感を抱
き，帳簿等の提示に消極的な態度を示したものである。部下職員の態度がそのよう
なものでなければ，従前どおり，具体的な帳簿等の提示方法を提案するなど調査に
協力したが，そのような提案をする状況にはなかった。
　ちなみに，いわゆる金員支払い等の経済的取引事項に関する事実も当然弁護士の
守秘義務の対象となり，これらの事項に対する税務調査は弁護士の守秘義務と関係
がないとは到底いえない。
　以上のほか，原審においても主張した，反面調査の強行，調査内容の録音拒否，
憲法１６条に基づく請願権の行使の無視などの違法不当の諸点を勘案すると，本件
税務調査は，「社会通念上当然に要求される程度の努力を尽くした」ものといえな
いことは明らかで，本件において控訴人が帳簿書類等の提示に応じなかったことを
もって所得税法１５０条１項１号所定の取消事由に該当するとは到底いえない。
【本件更正処分の適法性①―訴えの利益について】
（１）　争点（２）・ア―「控訴人には，本件更正処分のち所得税の申告税額２７
０万５１００円を超えない部分について取消しを求める訴えの利益（狭義）がある
か。」について
　原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の「四　争点に関する当事者
の主張」の１のうち（被告の主張）及び（原告の主張）各記載のとおりであるか
ら，これを引用する。
【本件更正処分の適法性②―本件分離長期譲渡所得について】
（２）　争点（２）・イａ―「本件訴訟において，本件更正処分の処分理由とし
て，本件審査請求の段階までの主張とは異なり，本件譲渡所得に措置法３７条１項
の適用はない旨の主張をなすことは許されるか。」について
ア　被控訴人の主張
ａ　次に訂正を加えるほかは，原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」
の「四　争点に関する当事者の主張」の６のうち（被告の主張）記載のとおりであ
るから，これを引用する。
ｂ　原判決の訂正
　原判決３６頁９行目の「というべきである。」の次に，「ちなみに本件確定申告
時点で，本件確定申告書（乙４５）及び譲渡内容についてのお尋ね兼計算書（甲１
０の２及び３）に，本件譲渡所得に措置法３７条１項を適用するに足る事実関係が
主張されていたわけではなく，このような場合，税務調査等に
おいて事実が判明した時点で正当な所得金額に是正されることが予定されていると
いうべきところ，本件訴訟提起後，被控訴人において措置法３７条１項の適否につ
き調査した結果，本件譲渡物件が事業の用に供されていなかったことが判明したた
め，総額主義の観点から正当な所得金額を主張しているものである。」を付加す
る。
イ　控訴人の主張
ａ　次に補充するほかは，原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の
「四　争点に関する当事者の主張」の６のうち（原告の主張）記載のとおりである
から，これを引用する。
ｂ　補充主張
　本件譲渡物件の存在とその税法上の性質は，被控訴人によって既に把握されてい



たものであって，本件訴訟の段階に至って初めて被控訴人が発見し，認識した事実
ではない。にもかかわらず，訴訟の段階に至って，総額主義を盾に突如その点を蒸
し返すのは国税不服審判前置制度の趣旨にもとるものである。更に，課税庁におけ
る税務相談での回答について，本来一体であるはずの行政機関なのに，税務署長等
の権限のある者による回答ではないから課税庁は拘束されないというのは，取引の
安全を著しく害する。このような観点から，本件訴訟における措置法３７条１項不
適用の主張は，信義則ないしは禁反言の原則により制限されるべきである。
（３）　争点（２）・イｂ―「本件訴訟係属後に収集した証拠（乙２１ないし３
５）を，本件譲渡所得に措置法３７条１項不適用の立証の証拠として用いることは
許されるか。」について
ア　被控訴人の主張
　原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の「四　争点に関する当事者
の主張」の７のうち（被告の主張）記載のとおりであるから，これを引用する。
イ　控訴人の主張
ａ　次に補充するほかは，原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の
「四　争点に関する当事者の主張」の７のうち（原告の主張）記載のとおりである
から，これを引用する。
ｂ　補充主張
　両当事者の対等を原則とする民事訴訟法において，税務訴訟だけが訴訟の段階に
至っても当事者や関係者が課税庁の質問調査権の対象とされ続けるのは国民の裁判
を受ける権利をないがしろにする違法不当なものである上，課税庁は，民事訴訟法
上の証拠収集手続を用いることもできるのであるから，罰則という間接強制を盾に
質問調査権を行使し収集した証拠は，著しく反社会的な方法を用いて収集されたも
のとして，いわゆる違法
収集証拠（原判決にいう「特段の事情」）に該当するものとして証拠能力は否定さ
れるべきである。
（４）　争点（２）・イｃ―「本件譲渡所得に措置法３７条１項は適用されない
か。」について
ア　被控訴人の主張
ａ　次に補充するほかは，原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の
「四　争点に関する当事者の主張」の８のうち（被告の主張）記載のとおりである
から，これを引用する。
ｂ　補充主張
α　本件譲渡契約の時点で控訴人及びＰ２が本件譲渡物件を現実に鉄工所の事業の
用に供していなかったことは争いがない。
　ところで，事業用資産の買換えの円滑な実現を図ろうとする措置法３７条１項の
趣旨にかんがみると，従前事業の用に供されていた資産が譲渡当時，偶々，現実に
事業の用に供されてなかった場合でも，客観的に明白な事業継続の意思の有無，当
該資産の性質，現実の供用を停止した理由，上記停止後における当該資産の買換え
準備の状況，供用を停止してから現実に新たな資産を取得するに至るまでの期間等
に照らし，当該資産の譲渡時点において，その資産が未だ事業用資産としての性質
を失ったと認められない場合は，当該資産は，措置法３７条１項にいう事業用資産
に該当するものと解される（同旨，最高裁平成７年２月２３日第１小法廷判決・税
務訴訟資料２０８号４５４頁）。
　しかし，本件では，現実の供用が停止されたのは，新たな事業用資産に買い換え
るために現実の供用を停止したのではなく，経営者のＰ１ががんで入院後まもなく
死亡し，後継者もいなかったことにあり，控訴人において鉄工所の事業や不動産賃
貸業を行う意思もなく，かつ，その意思が客観的に明白なものとして表現されても
いない。本件譲渡物件の譲渡に要した期間は５ヶ月余りであるが，これは買主の方
から積極的な働きかけがあったからで，控訴人が事前に資産買換えのため売却を計
画していたわけではなく，控訴人の方から本件譲渡物件を譲渡するための準備も積
極的に行っていない。これら事情に照らせば，本件譲渡契約が締結された平成元年
１１月当時，本件譲渡物件は，事業用資産としての性質を失っていたというべき
で，本件譲渡物件には措置法３７条１項の適用はない。
β　措置法３７条１項の規定は，譲渡所得について課税の特例を定めた
ものであり，個人が，譲渡所得の帰属者，すなわち所有者として，その有する資産
を事業の用に供していたことを課税の繰り延
べを認めるための要件としていることは明らかである（最高裁平成元年３月２８日



第３小法廷判決・判例時報１３０９号７６頁）。
　よって，本件においても，控訴人が本件譲渡物件を取得してから，「事業」の主
体としてこれを事業の用に供していたか否かが問われるべきところ，控訴人自身，
本件譲渡物件を取得した後，本件譲渡契約が締結するまでの間，本件譲渡物件を現
実に事業に供したことはないのであるから，同人に措置法３７条１項の適用はな
い。
イ　控訴人の主張
ａ　次に補充するほかは，原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の
「四　争点に関する当事者の主張」の８のうち（原告の主張）記載のとおりである
から，これを引用する。
ｂ　補充主張
α　Ｐ１の鉄工事業の用に供されていた本件各物件のうち，同人の死亡後，本件譲
渡物件だけが譲渡の対象とされたが，本件各土地のうち本件譲渡土地３と本件非譲
渡土地１（三木市α１３２４番１）は隣接しており，本件譲渡土地３の上には本件
譲渡旧工場が，また，本件非譲渡土地１には比較的新しい工場（以下「本件新工
場」という。）が建てられていた。
β　ところで，措置法３７条１項の事業用財産性の判断，すなわち，資産譲渡の時
点において当該資産が未だ事業用資産としての性質を失っていないかどうかの判断
において，「現実の供用停止後相当の期間内」か否かを中心に据えるべきであるこ
とは税務解釈上も既に確立しており，上記最高裁平成７年２月２３日第１小法廷判
決も，そのような観点から理解されるべきである。
　本件は，被相続人Ｐ１が死亡した平成元年６月１３日から，わずか５ヶ月余りし
か経過していない同年１１月２０日，本件譲渡契約が締結されたものである上，Ｐ
１の死亡直後の同年６月１５日までは，従業員は僅かであっても，現実に鉄工所は
継続していた。そして，Ｐ１の鉄工事業において一体として利用されていた本件新
工場は現在も残存し，低圧電力契約が締結されており，本件譲渡旧工場内に設置さ
れた機械類は，売却により取毀すまで何時でも稼働可能な状態にあり，現に平成元
年８月ころには，控訴人らの親戚から本件各物件を鉄工所として貸して欲しいとの
申入れがあったほどである。本件非譲渡土地２は，従前，Ｐ１の鉄工業の用に供さ
れていた土地で，本件譲渡土地が売却された後も同条所定の「業務」に準じる貸駐
車場という賃貸の用に供されている。また，Ｐ２の分離長期
譲渡所得については措置法３７条１項の適用が認められている。これらによれば，
本件譲渡物件は，事業用資産としての性質を失っておらず，措置法３７条１項が適
用されることは明らかである。
（５）　争点（２）・イｄ―「本件買換資産の取得価格のうち建物分の価格はいく
らか。」について
　原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の「四　争点に関する当事者
の主張」の９のうち（被告の主張）及び（原告の主張）各記載のとおりであるか
ら，これを引用する。
【本件更正処分の適法性③―本件事業所得の金額に関して】
《本件手数料収入の金額について》
（１）　争点（２）・ウａの①―「本件手数料収入の全額を平成２年分の所得とし
て計上することができるか。」について
ア　被控訴人の主張
ａ　次に補充するほか，原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の「四
　争点に関する当事者の主張」の３のうち（被告の主張）記載のとおりであるか
ら，これを引用する。
ｂ　補充主張
　本件委任契約において，Ｐ２の平成２年分の税務申告が重要な事項であったのな
らば（甲２１・１２頁），本件委任契約書はもとより，Ｐ２に対する「譲渡内容に
ついてのお尋ね兼計算書」と題する書面関連書類（甲１５の２及び３，甲１６の１
ないし３）に，本件譲渡所得に係る税務代理等の事務処理も含まれていることをう
かがわせる記載があって然るべきところ，これらの書面にそうした記載は一切な
い。かえって，控訴人は，毎年，Ｐ２の所得税申告を特に委任契約を締結すること
なく事実上行っていた経緯がある。
　そして，本件の税務代理等に係る報酬は，Ｐ２の総所得金額を２０００万円以上
３０００万円未満であるとしたとしても，その金額は合計３９万円程度にすぎな
い。



　また，Ｐ２は，同族会社である有限会社Ｐ５の代表者であって，当該会社から相
当の給与を受けているものと考えられ，別途，税務代理等を委任するだけの資力を
有していなかったとは考えられない。
　控訴人が処理した委任事務の内容と本件手数料の各支払時期及び金額との間に対
応関係が認められず，むしろ，累進税率による所得税の軽減を図る目的で，平成２
年中に受け取るべき相当高額な本件手数料を同年から平成３年にかけ分割して受け
取ることにした形跡がうかがわれ，本件手数料全額に相当する役務の提供は，所有
権移転登記手続及びその売買代金が決済された平成２年１月時点で完了していたも
のというべきである。
イ　控訴人の主張
ａ　次に補充するほか，原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の「四
　争点に関する当事者の主張」の３のうち（原告の主張）記載のとおりであるか
ら，これを引用する。
ｂ　補充主張
　本件委任契約には，本件譲渡契約に係る買換承認申請という重要な税務申告手続
が含まれており，この手続に関する役務提供が平成３年まで続いたことは明らかで
あって，６３０万円以外の報酬が平成３年中の役務に対する対価として支払われた
ことは何ら不合理ではない。３３００万円あるいは５５００万円という経済的利益
は，平成２年１月の段階では確定しておらず，買換承認申請手続という重要な手
続，役務が残されていた。この手続が完了した平成３年３月ころ経済的利益も確定
したものとして残額１９４５万円が支払われ，平成３年分の収入として計上された
までのことである。
　なお弁護士業務では，労力投下の実質と対応関係にない報酬金額は，高額・低額
を問わず，日常茶飯事に経験するところであり，報酬の受入時期との関係も然りで
あるから，控訴人が処理した委任事務の内容と本件手数料の各支払時期及び金額と
の間の対応関係を問題とすることには何ら意味がない。
（２）争点（２）・ウａの②―「本件手数料収入全額が平成２年分の所得に計上さ
れる場合，平成３年分の減額更正をしない本件更正処分（増額更正）は違法か。」
について
　原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の「四　争点に関する当事者
の主張」の５のうち（被告の主張）及び（原告の主張）各記載のとおりであるか
ら，これを引用する。
《本件事業所得に係るその他の収入について》
（１）　争点（２）・ウｂの①―「本件訴訟係属後に収集した証拠（乙１及び２，
乙５ないし１４）を，控訴人の本件事業所得に係る収入を立証するための証拠とし
て用いることは許されるか。」について
　上記【本件更正処分の適法性②―本件分離長期譲渡所得の金額に関して】の
（３）で整理したとおりであるから，これを引用する。
（２）争点（２）・ウｂの②―「その他の収入金額はいくらか。」について
　原判決「事実及び理由」中，「第二　事案の概要」の「四　争点に関する当事者
の主張」の４のうち（被告の主張）及び（原告の主張）各記載のとおりであるか
ら，これを引用する。
第３　当裁判所の判断
Ａ　本件青色申告承認取消処分の適法性について
１　結論
　当裁
判所も，以下の理由により本件青色申告承認取消処分は適法であると判断する。
２　認定事実―本件税務調査の経緯等
（１）　本件税務調査の経緯等については，次に訂正するほかは，原判決「事実及
び理由」中，「第三　当裁判所の判断」の二，２において認定されたとおりである
から，これを引用する。
（２）　原判決の訂正
ア　原判決５３頁１行目の「右架電の際、」の次に「ｃ職員が申告された所得金額
が正しいかどうかの確認である旨説明したところ，控訴人は，それでは理由になら
ないとして，」を加え，同２行目の「原告は」を削除する。
イ　同頁８，９行目の「弁護士には守秘義務があることと」を「弁護士業は依頼者
との間に高度の信頼関係を維持するため守秘義務を負っており，その守秘義務に反
しないようにするため，調査の具体的必要を明らかにした上，その範囲を絞る必要



があることと」に改める。
ウ　同頁末行の「確認に来た、」の次に「控訴人は青色申告をしている以上，帳簿
等を備付けていると思うので，その」を加える。
エ　同５４頁４行目の「ｃ職員は、」の次に「控訴人から帳簿や領収書等の関係書
類の提示がなければ申告額の検討ができないと繰返し帳簿等の提示を要請したが、
これ」を加え、同行の「繰返しの要請にもかかわらず原告が帳簿等の提示」を削除
する。
オ　同６０頁１０行目の「原告が」の次に「一方的に」を，同頁１１行目の「会
う」の次に「ことにする」をそれぞれ加え，同行の「述べて」を「述べ立て」に改
める。
カ　同６１頁４行目の「原告は、」の次に，「私の意思に反して止められないでし
ょうと述べて、」を加える。
３　判断
（１）　所得税法１５０条１項１号所定の取消事由と提示拒否
ア　所得税法１５０条１項１号は，青色申告者につき帳簿書類の備付け，記録及び
保存が大藏省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合には，税務
署長は，青色申告の承認を取り消すことができるものと規定しているが，帳簿書類
の提示を拒否した場合に青色申告の承認を取り消すことができるかは，上記規定の
文言上必ずしも明らかではない。
　しかし，青色申告制度は，申告納税制度のもとにおいて適正課税を実現するため
に不可欠な帳簿の正確な記帳を推進する目的で設けられたものであって，適式に帳
簿書類を備え付けて，取引を忠実に記載し，かつ，これを保存する納税者に対して
青色申告書による申告を承認し，青色申告書を提出
した納税者に対しては，推計課税を認めないなどの納税手続上の特典及び各種準備
金，繰越欠損金の損金算入などの所得計算上の特典（以上の特典につき同法５２条
ないし５４条，５７条，７０条，１５５条１項，２項，１５６条等）を付与してい
るのである。
　このような青色申告制度の趣旨に照らすと，青色申告者が帳簿書類に対する当該
職員の調査を拒否することにより，当該職員において，帳簿書類の備付け等が正し
く行われているか否かを確認し得ない場合にまで，上記特典を享受させることは青
色申告制度の本旨に反することは明らかであって，このような場合，青色申告の承
認を取り消した上で白色申告者として推計により更正をなし得ることを法は当然に
予定しており，同制度は，帳簿書類の状況が税務署職員の質問調査権に基づく調査
により確認できる状態にあることを不可欠・当然の前提要件とされているものと解
される。すなわち，所得税法１４８条１項所定の帳簿書類の備付け等の意味内容
は，当該職員が必要に応じて何時でも帳簿書類を閲覧し得る状態に置くべきことを
当然含意しているものというべきである。
　よって，青色申告者が当該職員から所得税法２３４条の質問調査権に基づき，上
記備付けを義務づけられた帳簿書類の提示を求められたのに対し，正当の理由なく
これを拒否し提示しなかった場合は，青色申告承認の取消事由として同法１５０条
１項１号が規定する帳簿書類の備付け，記録又は保存が大藏省令で定めるところに
従って行われていない場合に該当すると解するのが相当である。
イ　なお控訴人は，所得税法１５０条１項１号所定の取消事由に「提示拒否」が含
まれるとしても，その判断に当たっては税務署側が帳簿書類の備付け等の状況を確
認するために，社会通念上当然に要求される程度の努力を尽くしたと認められるこ
とが必要であり，その審査は厳格に行われるべきである旨主張する。
　もとより青色申告承認の取消処分は青色申告者から種々の特典をはく奪する不利
益処分であるから，必ずしも明文の根拠を有しない「提示拒否」の認定は慎重に行
われるべきはいうまでもない。しかし，帳簿書類の備付け等を怠っていて，当然青
色申告の承認の取消事由が認められて然るべき事案であるのに，青色申告者が提示
を拒否しさえすれば，税務署職員の対応いかんによってはその取消処分を免れると
いうのは不合理である。
　上記のとおり青色申告制度は，青色
申告者の側において単に所定の帳簿書類の備付け等が行われているというだけでな
く，その帳簿書類が税務署職員の質問調査権に基づく調査により確認できる状態に
あることを不可欠・当然の前提要件としているから，税務署職員の対応を問題とす
る以前に，青色申告者に備付け帳簿書類の提示ないし閲覧に応じる義務を負わせて
いるのであって，税務署職員が社会通念上当然に要求される確認努力を尽くしたこ



とを前提に青色申告者に上記提示ないし閲覧義務が発生するものではない。
　よって，控訴人が指摘する税務署職員の対応いかんは，その質問調査権の行使の
あり様を一義的に拘束するものではなく，提示拒否に正当な理由があるか否かを判
断する当たって，斟酌されるべき事由の一つにとどまるものというべきである。
（２）　以上を前提に，本件税務調査において控訴人に所得税法１５０条１項１号
所定の取消事由が存するか否かついて検討する。
ア　上記認定事実によれば，本件税務調査は，平成４年９月初旬から同５年３月下
旬にかけの６ヶ月間にわたり行われたものであるが，その間，被控訴人部下職員
は，平成４年９月１６日，同月２１日，同年１０月１６日，同年１１月２７日，同
５年１月２２日，同年３月１２日の合計６回にわたって控訴人と面会し，あるい
は，その前後に架電するなどした上，控訴人の青色申告に係る所得確認のため必要
であるからとして，備付け帳簿書類の提示ないし閲覧を求めたのに対し，控訴人
は，その提示ないし閲覧の求めに一切応じなかったことが認められる。
　このように控訴人は，本件税務調査の全過程を通じて一貫して，被控訴人部下職
員からの備付け帳簿書類の提示要請に応じようとしなかったのであるから，かかる
対応が帳簿書類等の「提示拒否」に該当することは明らかで，「提示拒否」に正当
な理由が認められない限り，所得税法１５０条１項１号の取消事由に該当するとこ
ろ，次の事実が認められる。
イ　問題点の早期不提示について
　控訴人は，被控訴人において本件税務調査開始の段階から問題点を把握すること
が可能であったのに問題点を絞った限定的な調査を試みる努力を全くしていない旨
主張するが，控訴人に対し，所得税法２３４条所定の質問調査権に基づき，備付け
に係る帳簿書類の提示等を求めているところ，質問調査権の行使に当たって，どの
ような手法等を採用するかは税務職員の合理的裁量に委ねられていると解され（最
高裁昭和４８年７月１０日第３小法廷決定・刑集２７巻７号１２０５頁），そし
て，本件確定申告書はもとより，控訴人提出に係る平成２年分の青色申告決算書
（乙４６）にも，「月別売上（収入）金額及び仕入金額」欄に何らの記載もないこ
とからすると，被控訴人の部下職員が問題点の限定を試みることなく，被控訴人が
備付けが義務付けられている帳簿書類一切の提出を求めて申告の正確性等を確認す
る手法を採用したのは，当然の措置であって，控訴人の提示拒否を正当化する事情
がないことは明らかである。
ウ　具体的理由の不開示について
　控訴人は，弁護士の守秘義務について理解を求めるとともに，調査の具体的理由
が明らかにされた上であれば提示資料を限定して提示する旨一貫して主張したにも
かかわらず，被控訴人の部下職員は，上記の点に一切配慮することなく調査を進め
た旨主張する。
　確かに上記認定事実によれば，被控訴人部下職員は，平成元年分ないし３年分の
所得税の各確定申告書に記載された金額が適正であるか否かを確認するためとし
て，繰返し各年度の帳簿書類一切の提示を求めているにとどまり，その具体的な理
由等を明らかにしていないが，上記質問調査権の行使に当たり，具体的・個別的な
調査理由ないし必要性を明らかにすることは要件とはされておらず，税務調査の理
由なり必要性をどの程度明らかにするかは，被控訴人部下職員の合理的裁量に委ね
られていると解され（上記最高裁昭和４８年７月１０日第３小法廷決定），そし
て，上記のとおり，平成２年分の青色申告決算書（乙４６）には，「月別売上（収
入）金額及び仕入金額」欄に何らの記載もないのであるから，税務調査の理由なり
必要性を具体的に明らかにすることは難しいのみならず，青色申告決算書という重
要な書類の「月別売上（収入）金額及び仕入金額」欄に何らの記載もないというこ
とは，大藏省令の定めに従った帳簿書類の備付け等が行われていなかったことが疑
われるところであったのである。
　これら事情からすると，税務調査を担当する税務署職員が，調査理由等を具体的
に明らかにせず，備付け帳簿書類等一切の提示を求めたとしても，調査の手法とし
て，合理的裁量の範囲を逸脱するものではないことは明らかである。
　以上のほか，原判決「事実及び理由」の「第三　当裁判所の判断」の二，３，
（二），（２）において指摘された事項を併せ考慮すると，本件税務調査に当た
って，その具体的理由ないし必要性等が明らかにされなかったことは控訴人の上記
提示拒否を正当化するものではなく，控訴人の上記主張は理由がないものというべ
きである（弁護士の守秘義務との関連については後記エにおいて検討する。）。
エ　弁護士の守秘義務に対する配慮の欠如について



ａ　控訴人は弁護士業務に従事し，依頼者との関係で高度の守秘義務を負っている
ところ，この守秘義務は，弁護士にとって業務に対する信頼を確保するうえで必要
不可欠・当然に遵守が要請される重要な義務である。
　そして，上記認定事実によれば，本件税務調査の過程において，被控訴人部下職
員の方から積極的に控訴人の守秘義務に対し配慮を示す言動がなされた形跡はうか
がわれないが，他方，弁護士も納税義務を負う一国民であって，依頼者に対し守秘
義務を負うからといって税法上特別の地位を得ているものではなく，とりわけ青色
申告の承認を受けている場合には，これにより他の一般国民と同様，各種の特典を
付与されることになるのであるから，弁護士といえども税務署職員がその必要に応
じて何時でも帳簿書類等を閲覧しうる状態に置く必要があるところである。
　もとより，守秘義務との関係で，備付け帳簿書類等一切の提示に応じられないよ
うな事情が存する場合もあるであろうが，そうだとしても，青色申告制度の趣旨か
らすると，そうした事情の存することを告げ理解を求めると共に，より差し障りの
少ない提示方法等を提案するなどの税務調査に協力する義務も負っていると解され
る。
　上記認定事実によれば，被控訴人部下職員が本件税務調査の目的が控訴人の申告
所得額の正確性の確認にあることを再三にわたり説明し理解を求めようとしている
にもかかわらず，控訴人は，一般論として自己には弁護士としての守秘義務がある
ことなどを強調した上，調査の具体的理由ないし必要性が明らかにされない限り，
帳簿書類等の提示には応じられないと申し立てるなど本件税務調査の全過程を通じ
て非協力的な姿勢に終始し，専ら，税務署職員の対応・配慮いかんを問題としてい
るのである。
　そうすると，そもそも，控訴人には本件税務調査に対する上記協力義務を尽くす
意思は認められず，被控訴人部下職員の守秘義務に対する対応・配慮いかんを問題
とする前提に欠けるというほかない。
　弁護士が税務調査に対して，上記のような協力義務を負うとした場合，その過程
で守秘義務に含
まれる事項が税務署職員に知れる可能性はあるが，そもそも守秘義務を負う弁護士
に対しても所得税法２３４条に基づく質問調査権の行使が容認されているのである
から，守秘義霧に含まれる事項が税務署職員の知るところとなることは法によって
当然予定されているものとみるほかなく，本件を含め一般に税務調査の対象となる
帳簿書類は，依頼者からの金員支払いの事実等経済的な取引の側面に関するものに
限られ，これらの事項にも守秘義務が及ぶとしても，その保護の必要性はその限度
で制約を受け，さらに，税務署職員も調査の過程で知り得た事項については守秘義
務を負い，その義務に違反した場合には，所得税法によって国家公務員法上のそれ
よりも重い罰則が課せられるのである（所得税法２４３条等，なお国家公務員法１
０９条１２号）。よって，弁護士に対して上記程度の義務を課したとしても，その
業務に過大な制約を加えるものであるとはいえない。
　上記説示のとおりであって，本件税務調査の過程において，被控訴人部下職員の
方から積極的に控訴人の守秘義務に対し配慮を示す言動がなされた形跡はうかがわ
れないが，そのことは控訴人の上記提示拒否を正当化するものではない。
ｂ　控訴人は，当審において，被控訴人部下職員の調査態度は，従前のそれと全く
異なり，弁護士の守秘義務に対する配慮が全く欠けていたばかりか，これを完全に
否定するかのごとき言動に終始したため，控訴人としては，警戒感を抱き，帳簿等
の提示に消極的な態度を示したもので，被控訴人部下職員の態度が上記のようなも
のでなければ，従前どおり，具体的な帳簿等の掲示方法を提案するなど調査に協力
していたが，そのような提案をする状況にはなかった旨を補充して主張するが，本
件全証拠をし細に検討しても，控訴人の上記主張事実，すなわち被控訴人部下職員
の調査態度は，従前のそれと全く異なり，弁護士の守秘義務に対する配慮が全く欠
けていたばかりか，これを完全に否定するかのごとき言動に終始したとは認められ
ない。
オ　違法不当な反面調査等について
　被控訴人が反面調査に対する控訴人の理解を得る努力を怠ったまま反面調査を強
行したとか，請願権の行使に対応が不誠実であるとか，あるいは調査内容のテープ
録音を拒否したことには理由がなく不当であるなどと主張しているが，いずれも原
判決「事実及び理由」の「第三　当裁判所の判断」の二，３，（二），（４）な
いし（６）記載のとおりでから，これを引用する。そうすると上記各点を理由とす
る帳簿書類等の提示拒否に正当な理由がないことは明らかであるから，控訴人の上



記各主張はいずれも理由がない。
　なお，控訴人は，本件青色申告承認取消処分の後，被控訴人が控訴人に対して青
色申告用紙を送付し続けたことなどを理由として，本件青色申告承認取消処分は，
本件更正処分等における理由附記を回避する目的でなされたものである旨主張する
が，上記控訴人主張に係る各事実だけでは本件青色申告承認取消処分が上記目的で
されたことを推認するに足りず，その他，控訴人主張の上記事実を認めるに足る的
確な証拠はなく，よって，控訴人の上記主張も理由がない。
カ　まとめ
　以上のとおり，控訴人の上記提示拒否は正当な理由がなく，所得税法１５０条１
項１号所定の取消事由に該当する。
Ｂ　本件更正処分等の適法性について
【訴えの適否】
　争点（２）・アについては，当裁判所も，本件訴えのうち，本件更正処分につい
て控訴人の申告した所得税額２７０万５１００円を超えない部分について取消しを
求める部分は訴えの利益（狭義）を欠き不適法であると判断する。その理由は原判
決「事実及び理由」の「第三　当裁判所の判断」の一記載のとおりであるから，こ
れを引用する。
【請求の当否―処分それ自体の適否】
１　結論
　当裁判所も，以下の理由により本件更正処分等は適法であると判断する。
２　指針―総額主義と審理の対象
（１）　本件更正処分の適法性に関する当裁判所の判断は，いわゆる総額主義の立
場を前提とする（最高裁昭和３６年１２月１日第二小法廷判決・集民５７号１７
頁，同平成４年２月１８日第三小法廷判決・民集４６巻２号７７頁）。
　すなわち一般に課税処分取消訴訟の訴訟物は，当該処分の違法一般であるとこ
ろ，上記総額主義の下では，課税庁が課税処分時に認識した処分理由に誤りがあっ
たとしても，課税処分によって確定された税額が処分時に客観的に存在した税額を
上回らない限り，課税処分は適法であると解される。
　したがって，上記取消訴訟の審理の対象としては，当該課税処分によって確定さ
れた税額が処分時に客観的に存在した税額を上回るか否かを判断すれば足り，その
結果，前者の税額が後者のそれを上回ることが判明した場合に，当該課税処分は違
法となり，取消しを免れないこととなる。
（２）　これを本件についてみるに，本件更正処分
によって確定された税額の算出基礎とされた課税標準額（総所得金額と分離長期譲
渡所得金額の合計）は，原判決別表２「更正」欄（１）③及び（２）記載の金額の
合計４２２３万８４９７円であり，その税額は９１８万０１００円であるところ，
この税額が本件更正処分時に客観的に存在した税額を上回らない限り，本件更正処
分は適法ということになる。
３　本件譲渡所得の金額をめぐる争点について
（１）　争点（２）・イａについて
ア　当裁判所も，被控訴人は本件訴訟において本件譲渡所得に措置法３７条１項の
適用がない旨の主張をなすことが許されるものと判断するが，その理由は，原判決
「事実及び理由」の「第三　当裁判所の判断」の六記載のとおりであるから，これ
を引用する。
イ　なお，控訴人は，上記のとおり，当審でも国税不服審判前置制度との関係，信
義則との関係等について，るる主張するが，いずれも原審における主張の蒸し返し
にすぎず，その域を出るものではない。ちなみに本件更正処分の時点では，本件確
定申告書（乙４５）には本件譲渡物件の利用状況等を知りうる記載はなく，また，
その後，控訴人が税務署長からの質問に返答した，譲渡内容についてのお尋ね兼計
算書（甲１０の２及び３）にも本件譲渡物件の利用状況につき「自分の事業用に供
していた。」との欄に〇がしてあるだけで，本件譲渡物件に措置法３７条１項が適
用されるか否かを判断するに足る記載は認められない。このような場合，本件訴訟
の提起後，別途収集した証拠に基づき措置法３７条１項の適否が検討されたとして
も，それ自体は本来，予定された所得金額の是正行為であるといえ，何ら不合理な
ものとは解されない。
　控訴人の上記補充主張は，上記結論を左右するに足るものではない。
（２）　争点（２）・イｂについて
ア　当裁判所も，本件訴訟係属後に収集した証拠（乙２１ないし３５）を，本件譲



渡所得に措置法３７条１項の適用がないことの立証のため用いることは許されるも
のと判断する。
イ　本件訴訟係属後に収集された上記の各証拠（乙２１ないし３５）は，いずれも
所得税法２３４条１項所定の質問調査権の対象者以外の者に対する照会文書によっ
て得られたものである。同条所定の質問調査権の行使は一種の任意調査に属するも
のとはいえ，間接的ながら罰則による強制が予定されている以上（所得税法２４２
条８号），上記質問調査権の対象者以外の者に対して，これを
行使することには疑義があろう。
　しかし，課税処分取消訴訟はいわゆる抗告訴訟の一つであるも，民事訴訟と同様
に当然弁論主義の原則が妥当（行政事件訴訟法３条２項，７条，なお旧民事訴訟法
規則４条）し，課税庁たる被控訴人も上記訴訟の一方当事者として，自己に有利な
証拠を収集し，これを弁論に提出する権限が認められるのであるから，その証拠収
集のため照会が，あくまで純粋な任意調査の範囲内にとどまるものである限り，こ
れを違法とする理由はない。そして，上記各文書（乙２１ないし３５）の「照会」
欄には「御多忙中のところ恐縮ですが，行政事件訴訟遂行上必要がありますので，
下記の事項についてお調べの上〇月〇日までに御回答ください。」と記載されてい
るにとどまり，「調査を要する者」はあくまでＰ５鉄工所であることが明示され，
その様式，記載内容は上記質問調査権の対象者に対する照会文書（乙１，２，乙５
ないし１４）とも明らかに異なっている。
　そうすると上記各文書は，あくまで質問調査権の行使とは異なるものであって，
任意の問い合わせとしてＰ５鉄工所の取引関係者に送付されたものと認めるのが相
当である。したがって上記各文書の収集は，純粋な任意調査の範囲を逸脱するもの
ではなく，このようにして収集された文書を証拠として提出することに何ら違法は
ないものと解される。
　控訴人は，上記各照会文書（乙２１ないし３５）の相手方が被控訴人からの照会
に応じたのは，上記質問調査権の対象とされているものとの誤解によるものであっ
て，かかる誤解に乗じた任意調査は納税者を欺く職権濫用行為であって違法である
旨主張しているが，この主張は控訴人の独自の見方を前提とするものであって採用
の限りではない。
　よって，本件訴訟係属後に収集した証拠（乙２１ないし３５）は，本件譲渡所得
に措置法３７条１項の適用がないことの立証のため用いることができるものという
べきである。
（３）　争点（２）・イｃについて
ア　当裁判所も，本件譲渡所得に措置法３７条１項に定める買換え資産の特例の適
用はないものと判断する。
　以下その理由を詳述する。
イ　認定事実（上記前提事実，甲２１，甲３３の１及び２，乙１５ないし３１，乙
５５，乙５８及び５９，原告（控訴人）本人尋問の結果，弁論の全趣旨）
ａ　Ｐ１は，昭和３０年代ころから，本件各土地の新旧２棟の工場において，Ｐ５
鉄工所という名称により鉄工業を営ん
でいた。
　なお昭和２８年建築の古い本件譲渡旧建物は，本件譲渡土地と本件非譲渡土地２
にまたがるようにして建てられており，また，新しい方の本件新工場は，本件非譲
渡土地１の上に本件譲渡旧工場と接するように建てられていた。Ｐ１は，昭和５７
年８月，養父のＰ４から本件各物件を相続した。
ｂ　Ｐ５鉄工所には，多いとき３名の工員がいたが，その数はしだいに減り，平成
元年３月ころには４０歳代の男性僅か１名だけとなったところ，Ｐ１は，同月，が
んで入院し，妻のＰ２が，上記男性工員一名を使用して同鉄工所を続けることにな
った。上記男性工員は同鉄工所を続けるのに必要な工作技能は持っていたが，新た
な注文を取りつける能力はなかった。他方，Ｐ２は，Ｐ１の看病に忙しく，同鉄工
所の経営に専念することはできなかった。そのため，Ｐ１が入院する前に取ってき
た注文を，上記男性工員が細々とこなし操業を続けるのがやっとの状態であったと
ころ，その男性工員も同年５月，解雇され同鉄工所を去った。そのころからＰ５鉄
工所は，事実上，その操業を停止し，工場も閉鎖された状態になった。
ｃ　同年６月１３日，Ｐ１は６６歳で死亡し，その翌々日，取引先から代金決済の
入金がなされたが，それ以降は取引がなされた形跡はない。
　Ｐ１の息子である控訴人は弁護士であり，また，当時既に５７歳であったＰ２に
は鉄工所を継ぐだけの技能はなく，他に後継者と目される者も存しなかった（以下



Ｐ２と控訴人を一括して「Ｐ２ら」という。）が，Ｐ２らは，新たに後継の経営者
を探そうとはしなかった。
　そうしたところ，同年夏ころになって，親類の者から鉄工所を経営したいとの申
出があったが，Ｐ２らの方から上記親戚の申出を断り，同人らは，その後も鉄工所
の事業を再開するため後継者等を探そうとはしなかった。
　なお，本件譲渡旧工場内に備え付けてある機械自体は，いつでも作動させること
ができたが，Ｐ１の死亡後，上記親戚の申出に対し，試しに作動させて見せたこと
があるほかは，これを作動させた形跡はない。
ｄ　ところで播州信用金庫は折から三木支店の新規出店を計画し，同金庫の理事総
務部長Ｐ３は，出店として本件各土地に着目し，平成元年５月ころから頻繁に本件
各土地の様子をうかがい，近隣の者からも事情を聞いたりしたところ，地上の各工
場はいずれも操業を停止し閉鎖されている状態に見えたことから，登記簿から本件
各土地所有
者がＰ１であることを知り，同人宅を訪問したが，Ｐ１が死亡していたため，Ｐ２
と数回交渉した。
　Ｐ３は，Ｐ２に対し，本件各非譲渡土地の買取りを申し出たが，Ｐ２は，本件非
譲渡土地１に立っている本件新工場は，亡きＰ１自身が自らの作業により建設した
工場で，思い出深いものであから形見として残しておきたいとの意向を示したの
で，Ｐ３は，上記各土地に代え，本件各譲渡土地の買取りを申し出たところ，Ｐ２
は，これを承諾した。
　Ｐ３は，弁護士であるＰ１の息子の控訴人と交渉の上，同年１１月２０日，Ｐ２
らとの間で，本件譲渡契約を締結したが，本件譲渡土地３の上に建てられていた本
件譲渡旧工場も譲渡の対象とされたものの，老朽化の程度がひどく価値のないもの
として扱われた。
ｅ　控訴人らは，平成２年１月３１日，本件譲渡契約に基づき，同金庫に対し，残
代金９９００万円の受領と引換に本件譲渡物件の所有権移転登記手続を完了した。
そして，Ｐ２は，同年２月２８日，亡きＰ１の平成元年分所得税の準確定申告書を
提出したが，その申告書の事業所得の記載欄には，「一年一月より廃業」との記載
があるのみで，事業所得の金額やこれに係る収入金額は記載されていない。なお本
件譲渡旧工場は，平成３年５月ころ同金庫の手によって取り毀されたが，それ以前
にＰ２らは明渡しを済ませた。
ｆ　他方，本件新工場は，現在に至るまで，本件非譲渡土地１上に建てられたまま
であり，その工場内には機械類が保管され，低電圧契約も締結されているが，Ｐ２
らは上記機械類を動かしたことはなく，もとより操業を再開した経緯もない。
　なお平成４年１月，播州信用金庫は，上記三木支店の新規出店近くになって，駐
車場のスペースを確保する必要に迫られ，急きょ，控訴人に対し，本件非譲渡土地
２の一部の賃借りを申し出たところ，控訴人は，これに応じて上記土地の一部を駐
車場用として賃貸し，今日に至っている。
ウ　判断
ａ　措置法３７条１項に定める買換えの特例は，事業用資産が設備更新等のため譲
渡される場合に，その買換えを円滑にし，事業の合理化と生産財の有効利用を図る
ために，一定の要件の下で，上記譲渡所得に対する課税を軽減するもので，上記事
業用資産とは，営利を目的として自らの危険と計算において継続的に行う事業のた
めに使用する資産であって，原則として，資産が譲渡された当時，現実かつ継続的
に事業の用に供されているものと
解される。
　もっとも，事業用資産の買換えの円滑な実現を図ろうとする上記措置法の趣旨に
かんがみれば，従前事業の用に供されていた資産が，譲渡当時，偶々，現実に事業
の用に供されていなかった場合でも，①客観的に明白な事業継続の意思の有無，②
当該資産の性質，③現実の供用を停止した理由，④上記停止後における当該資産の
買換えの準備状況，⑤供用を停止してから現実に新たな資産を取得するに至るまで
の期間の長さ等に照らし，当該資産を譲渡した時点において，未だ事業用資産とし
ての性質を失っているものではないと認められる場合は，当該資産は，措置法３７
条１項にいう事業用資産に該当するものと解すべきである。
ｂ　そこで以上の観点から，上記認定事実を前提に，本件譲渡物件の事業用資産性
について検討する。
α　上記認定事実によれば，本件譲渡物件は，従前，Ｐ１が経営していたＰ５鉄工
所の事業の用に供されていたが，平成元年５月ころには，技能を有する工員が一人



もいなくなり，その結果，事実上，同鉄工所の操業を継続することができず，操業
停止＝工場閉鎖の状態に追い込まれると共に，Ｐ１が死亡した後は，一度代金決済
があっただけで，それ以降，取引先との取引は一切行われた形跡がない。
　そうすると本件譲渡契約が締結された平成元年１１月２０日当時，本件譲渡物件
は現実かつ継続的に上記鉄工事業の用に供されていなかったことは明らかであり，
したがって，それでもなお上記事業用資産に該当するものと認められるためには，
本件譲渡契約当時，本件譲渡物件が未だ事業用資産としての性質を失っていないこ
とが必要である。
β　上記認定事実によれば，控訴人自身は弁護士業務に従事する者であって，原則
として営利を目的とする業務に従事することは許されず，また，そのような意思を
有していなかったことは明らかである。よって，上記事業継続の意思は専らＰ２に
つき問題とされるべきところ，同人は，Ｐ１ががんで入院した後，事実上の経営者
としてＰ５鉄工所を切り盛りする立場にあったが，年齢も６０歳に近く，鉄工工作
の技能も有していなかった。これに加え，最後に残った工作技能を有する男性工員
まで解雇したばかりか，Ｐ１死亡後も，新たに工員や事業の後継者を探そうとはせ
ず，せっかくの親戚からの鉄工所経営の申出も自ら断ったばかりか，播州信用金庫
からの買受けの申出に際しては，本件新工場はＰ１の思い出が深く
，形見として残して置きたいとの理由から，その工場敷地の本件非譲渡土地１の売
却を断ったのである。
　これらの事情からすると，本件譲渡契約が締結された時点で，Ｐ２は既に事業継
続の意思は喪失しており，同人に客観的に明白な事業継続の意思など認められない
ことは明らかである。
　結局，Ｐ２がＰ５鉄工所の操業を停止し，本件各工場を事実上閉鎖したのは，３
０年以上もの間，経営者として同鉄工所を切り盛りしてきた夫のＰ１が，後継者を
残さないままがんで死亡したこと，自らには鉄工業を続けるだけの技能がなく，年
齢も年齢である上，控訴人を含め事業継続のための協力者も得られなかったことな
どによるものと認められ，このような操業停止の理由からすると，本件譲渡物件を
鉄工事業の用に供することは客観的にも不可能な状況にあったものといわざるを得
ない。現に，Ｐ１が死亡した後，本件譲渡契約を締結するまでの間，本件譲渡旧工
場においてＰ５鉄工所の操業再開が企図された形跡はないばかりか，この旧工場と
一体の関係にあった本件新工場に至っては，今日までの１０年以上もの間，一度も
操業再開に供されたことはなく，閉鎖されたままの状態が続いている。
　以上の各事情にかんがみるならば，本件譲渡契約が締結された当時，本件譲渡物
件は，既に事業用資産としての性質を失っていたものと認めるのが相当である。
ｃ　控訴人は，事業用資産としての性質を失ったかの判断は，譲渡資産が現実の供
用が停止された後，「相当の期間」を経過したか否かを中心に据えるべきで，本件
各物件は，その供用が停止されてから，本件譲渡契約が締結されるまでの期間は僅
か５ヶ月余りにすぎず，Ｐ１の死亡直後までは，従業員は僅かであっても，現実に
鉄工所は継続していたこと，Ｐ１の鉄工事業において一体として利用されていた本
件新工場は現在も残存しており，低圧電力契約が締結されていること，また，本件
譲渡旧工場内に設置された機械類は，売却により同旧工場が取り毀されるまで，い
つでも稼働可能な状態にあり，現に平成元年８月ころには，控訴人らの親戚から本
件各物件を鉄工所として貸して欲しいとの申入れがあったこと，本件非譲渡土地２
は，従前，Ｐ１の鉄工業の用に供されていた土地であったが，本件譲渡土地が売却
された後も同条所定の「業務」に準じる，貸駐車場の用に供されていることのほ
か，Ｐ２の分離長期譲渡所得については措置法３７条１
項の適用が認められていることなども併せ考慮すると，本件譲渡物件は未だ事業用
資産としての性質を失っていなかったものというべきである旨主張している。
　しかし，「譲渡資産が現実の供用が停止された後，相当の期間内を経過したか否
か」の判断は，上記ａの①ないし④の要素を総合して決せられるべき問題であり，
供用停止後譲渡までの間，どの程度の期間が経過したかを他の事案と形式的に比較
検討することには余り意味がなく，かえって，事業用資産の買換えの円滑な実現を
図ろうとした上記措置法の趣旨に反する非常識な結果を生じかねないのである。
　すなわち，経過期間の長短は上記の総合判断の一要素として斟酌すれば足りると
ころ，本件譲渡物件の供用が停止されてから本件譲渡契約が締結されるまで５ヶ月
余りの期間しか経過していないが，このように比較的短い期間内に本件譲渡物件を
売却できたのは，偶々，播州信用金庫が，その近くに支店の新規出店を計画し，そ
のための敷地を物色中であったからで，Ｐ２らが速やかに事業用資産の買換えへ向



け積極的に行動したからではない。
　また，その間，本件譲渡旧工場内に事業用の機械類が備え付けられたままの状態
であったという事実も，一度も，これらを利用して操業を再開するための計画なり
準備がなされた形跡がなく，また，これらの機械を扱える工員等を雇い入れようと
した経緯さえもないこと（なお上記親威からの鉄工所借受けの申出は，Ｐ２らの方
から断っている。）などにかんがみると，上記機械類は操業再開に備え，本件譲渡
旧工場内に保管されていたものとは認め難い。
　本件譲渡旧工場と一体として鉄工所の事業に供されていた本件新工場に今も低電
圧契約が締結され，その中に事業用の機械類も保管されたままの状態であるという
事実も，本件新工場が譲渡の対象から外された経緯に加え，Ｐ１が死亡してから１
０年以上の歳月が流れているのに，本件新工場において鉄工所の操業が再開された
形跡が一度もないことや，その電気使用量も待機電力のそれ程度にとどまることな
どにかんがみると，Ｐ２に事業継続の意思があったとみることはできない。
　本件非譲渡土地２が同金庫に対して駐車場として賃貸しされた事実についても，
その賃貸しが行われたのは，本件譲渡契約が締結されてから２年余りも経過した後
のものであることや，その賃貸しに至った経緯などに照らすと，本件譲渡物件の事
業用資産性を明
らかにするうえで関連性のある事実とは認め難い。
　以上のとおり，控訴人の上記主張は，いずれも理由がなく採用できない。
ｄ　よって，本件譲渡物件には措置法３７条１項の適用はないものというべきであ
る。
４　まとめ
　以上の検討によれば，本件譲渡物件には措置法３７条１項の適用はなく，したが
って，本件分離長期譲渡所得の金額は，原判決別表７記載のとおり，４７４１万９
０３６円となり，この金額（なお１０００円未満切捨て，国税通則法１１８条１
項）に対する税額は，下記のとおり措置法３１条１項２号により９８５万４７５０
円と算出される。
　そうすると本件更正処分時には，少なくとも上記金額（９８５万４７５０円）か
ら前記第２，２，（２），エ，ｃ記載の源泉徴収税額２３万５６３６円を差し引い
た金額（９６１万９１１４円）以上の金額（９６１万９１１４円＋α円）の税額が
客観的に存在していたと認められ，そして，この税額が本件更正処分によって確定
された税額（９１８万０１００円）を上回ることは明らかであるから，上記のα円
に相当する本件事業所得及び給与所得に対する税額を確定するまでもなく（したが
って本件事業所得に関する争点を検討するまでもなく），上記２記載のとおり，本
件更正処分は適法であることに帰着する。
　なお，本件更正処分が適法である以上，これに基づきなされた本件加算税賦課決
定処分も適法である。
　　　　　　　記
（４７４１万９０００円－４０００万円）×０．２５＋８００万円
＝９８５万４７５０円
第４　結語
　以上のとおり，本件訴えのうち，本件更正処分について控訴人の申告した税額２
７０万５１００円を超えない部分の取消しを求める部分の訴えは不適法であるから
これを却下し，その余の請求はいずれも理由がないから棄却すべきもので，これと
結論を同じくする原判決は相当であるから，本件控訴を棄却することとし，よっ
て，主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第３民事部
裁判長裁判官　岡部崇明
裁判官　白井博文
裁判官　伊良原恵吾


